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※※※※ ヘッドラインニュース ※※※※※ 

滋賀銀行、「第９回グリーン購入大賞」において

環境大臣賞を受賞 

昨年 10月 12 日、グリーン購入ネットワー

クが主催する「第９回グリーン購入大賞」※

において、滋賀銀行は、最高の賞の一つであ

る環境大臣賞を受賞しました。 

今回の受賞は、「環境配慮を主軸としたＣＳ

Ｒ経営を実践し、様々な環境対応型金融商

品・サービスの開発と提供による地域への環

境保全活動の働きかけを行うなど金融を通

じた環境に配慮した社会づくりへの取組」が

高く評価されたことによるものです。 

※ グリーン購入に関する事例を広めて全国の各種団
体による取組を推進する目的で、98 年に創設された
表彰制度。 

 

「京都議定書目標達成計画の評価・見直し

に関する最終報告」を取りまとめ 

昨年 12月 21 日に開催された「中央環境審

議会地球環境部会・産業構造審議会環境部会

地球環境小委員会合同会合」において、「京

都議定書目標達成計画の評価・見直しに関す

る最終報告（案）」が提示されました。 

わが国では、京都議定書の温室効果ガス排

出量の６％削減約束を確実に達成するため

に必要な措置を定めるものとして、「地球温

暖化対策の推進に関する法律」に基づいて

「京都議定書目標達成計画」を 2005 年４月

に閣議決定しています。また、2007 年度にこ

の計画の進捗状況等を総合的に評価し、第１

約束期間において必要な対策・施策を 2008

年度から講ずることとしています。 

これを受けて、合同会合が開催され、目標

達成計画の評価・見直しの基本的な方向性に

ついての最終報告書案が提示されたもので

す。なお、パブリック・コメントによる意見

募集は１月 25 日に締め切られ、その後、２

月８日付で最終報告が取りまとめられまし

た。 

 

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第４次

評価報告書統合報告書を公表 

昨年 11月 17 日、気候変動に関する政府間

パネル（IPCC）第 27 回総会において、第４

次評価報告書統合報告書が受諾されました。 

この統合報告書は、①気候変化とその影響

に関する観測結果、②変化の原因、③予測さ

れる気候変化とその影響、④適応と緩和のオ

プション、⑤長期的な展望、の５つの主題の

もとに、第１～第３作業部会報告書の内容が

有機的に取りまとめられたものになってい

ます。 
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はじめに 
 「ＣＳＲは、成熟した市民社会とその期待

に真剣に応えようとする企業の存在が前提に

なるから、専ら先進国において話題となるテ

ーマである。例えば、発展途上国では環境配

慮型の商品を高くても購入する消費者は滅多

にいないし、企業も利益追求のことしか考え

ていない。」もしそうした認識にあるなら、先

入観念を修正する必要があるようだ。 

 

国連環境計画金融イニシアチブの議論から 
世界 44カ国からおよそ 170 の銀行・保険・

証券会社等が参加する国連環境計画金融イニ

シアチブは、2007 年 10 月 24～25 日にオース

トラリア・メルボルンで２年に１度開催する

ラウンドテーブルを開いた。今回の会議の統

一テーマは「認知から実行へ」というものだ

った。多くの一般企業が持続的発展の意味を

理解するだけでなく実践に移行させているい

ま、金融機関もその精神を主流なものとして、

実際の金融サービスや資本取引に具現化して

いかなければならないという認識が強調され

た。とりわけ中国やブラジルなどの新興国の

金融機関の存在が目を引いた。投融資先の信

用リスクを議論した分科会では、ブラジルか

ら参加したパネリストが、高い確率で環境問

題を引き起こしている企業の業績は捗々しく

ないという相関が認められ、金融機関が融資

先の環境問題の取組如何を考慮することがリ

スク管理の要諦になってきていると報告され

た。また、問題を起こした企業は、確実に消

費者のボイコットなどに晒され、融資を行っ

ている銀行にも批判の矛先が向くと紹介され

た。新興国においても、ＣＳＲは確実に定着

してきているといえるだろう。 

 

中国で進展する緑色貸付・緑色投資の考え方 
中国の国家環境保護総局は中国人民銀行と

共同で、2007 年４月１日から環境法執行情報 

 

 

を人民銀行信用調査管理システムに組み込ん

でいる。また現在、環境経済政策新体系のも

と、「緑色貸付」や「緑色投資」を実現するた

めの諸政策が国をあげて推進されている真っ

最中なのである。10 月 17 日には、世界最大

の銀行である中国工商銀行が、「緑色貸付」を

積極推進することを宣言した。一方、与信プ

ロセスにおいて環境法令を遵守していないと

して融資がストップした企業の事例も現実の

ものとなっている。また、上場基準について

も 2007 年 10 月に当局が今後 36カ月間、上場

申請中の企業及び再融資申請中の上場企業に

対して環境基準が順守されているかどうかに

関する綿密な検査を実行することを明らかに

している。不合格の場合、証券監督管理部門

に報告され、上場への手続が中止されること

になるという厳しい措置である。 

 

場合によっては国内以上の感度が必要に 
マレーシアでも、2006 年から証券取引所が

熱心に、上場企業のＣＳＲ推進に取り組んで

おり、2007 年末に終わる会計年度に関してか

ら、上場企業の年次報告書にその年度に行っ

たＣＳＲ活動の報告を義務付けることを決定

している。以上のように、市民の圧力や政府

の誘導によって、新興国でも着実にＣＳＲが

問われるようになり、金融機関にもそのこと

への配慮が求められるようになってきている。

わが国の金融機関にとっても、新興国は魅力

的な新規市場と位置づけられているようだが、

場合によっては国内以上にＣＳＲへの感度が

必要になるということを、この際指摘してお

きたい。（了） 

 
◆執筆者ご紹介◆ 

足達 英一郎(あだち えいいちろう)氏 

日本総合研究所 創発戦略センター 上席主任研究員 
昭和 61年 一橋大学経済学部卒業 
環境やＣＳＲ経営の視点から見た産業調査、
企業分析の分野が専門。 

環 境 
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このコーナーでは、ＣＳＲにかかる各銀行

の取組みを紹介しています。 

三菱ＵＦＪ信託銀行 竹内昌也 経営企画

部ＣＳＲ室長からは、同行におけるＣＳＲ活

動についてお話を伺いました。 

   

ＣＳＲ経営の推進体制を教えて下さい。 

当社では平成 17年 12 月に経営企画部内に

ＣＳＲ室を設置し、本格的にＣＳＲ経営の検

討を始めました。 

当初、経営会議メンバーによるＣＳＲワー

クショップを月１回のペースで開催し、まず

もって経営陣がＣＳＲ経営について勉強、議

論を重ねました。このワークショップの効果

もあって、経営陣のＣＳＲに対するモチベー

ションは非常に高いと思います。 

 平成 18年９月には、このワークショップを

「ＣＳＲ委員会」に衣替えし、議論したＣＳ

Ｒ経営の戦略・施策を実践フェーズに移すと

共に、経営陣によるＰＤＣＡサイクルを回す

ことで、ＣＳＲの具体的施策を推進していま

す。 

また、同じタイミングで全部室店にＣＳＲ

推進リーダー・サブリーダーを配置し、全社

的にＣＳＲ活動に取り組むよう体制を整備し

ました。 

  

竹内室長 

 

ＣＳＲ経営の基本的考え方について教え
て下さい。 

さまざまな社会・環境問題の中で、信託銀

行としての特性を活かしつつ、当社として果

たすべき社会的責任は何かと検討するにあた

り、平成 18年３月に、お客さまと社員合わせ

て 3,000 名強の皆さまにアンケート調査を実

施し、ステークホルダーの当社に対する期待

は何かを検証しました。 

お客さまからのアンケート結果では金融機

関、信託銀行という業種から、「安全・犯罪」

「医療・介護・福祉」「地球環境問題」に対す

る関心が最も高かったのです。また、社員ア

ンケートでは、「医療・介護・福祉」「地球環

境問題」「労働・雇用」「教育」に積極的に 

取り組むべきという結果が得られ、最終的に

「少子高齢化」と「地球環境」の二つの社会

的課題を中心として、戦略的にＣＳＲ経営を

進めています。 

また、当社ではＣＳＲ活動を事業内領域と

事業外領域に分けて施策を推進しています。

事業内領域とは、金融・信託機能を活かした

本業の商品・サービスを通じて社会に貢献す

ることや、当社自らの事業活動から発生する

環境負荷を軽減するための環境マネジメント

の高度化を図ること等の取り組みです。事業

外領域とは、所謂、寄付・ボランティア活動

や、財団を通じた社会貢献活動等です。 

当社のＣＳＲ経営は、それぞれの領域を両

輪として、先ほど申し上げた「少子高齢化」

と「地球環境」の社会的課題の解決に貢献し

ていこうと考えています。 
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商品・サービスを通じた取組みについて
教えて下さい。 

信託銀行としての特性を活かした商品の開

発・販売を取り組む他、ＳＲＩ（社会的責任

投資）の普及・啓発活動、高齢者にやさしい

顧客対応等のサービスの充実に努めています。 

 

①「野鳥と緑の信託」 

「野鳥と緑の信託」は、野鳥の保護を通じ

た自然環境の保護が目的の信託商品で、お客

さまの預け入れた金銭信託５年ものの収益金

を財団法人日本野鳥の会に寄付するというユ

ニークな仕組みを持つ商品です。また、お客

さまの収益金の寄付にあわせ、その同額（半

年 50万円を下限、250 万円を上限）を当社が

マッチング寄付することで、お客さまと二人

三脚で自然環境の保全に取り組んでいます。 

このようなお客さまの想いを大切にするこ

とこそが、信じて託される信託銀行の使命だ

と思っています。   
 

②年金向けＳＲＩファンド 

当社は、平成 18年４月に国連環境計画金融

イニシアチブ（ＵＮＥＰ－ＦＩ）に参加後、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
同年５月には国連アナン前事務総長が提唱す

る「責任投資原則」（ＰＲＩ）に、第一陣とし

て署名しました。 

ＰＲＩとは、環境・社会・企業統治（ＥＳ

Ｇ）の問題を投資行動の中で考慮するよう促

す行動規範であり、当社はこれに署名するこ

とにより、投資行動を通じて環境や社会によ

り良い影響を及ぼし、持続可能な社会の実現

に寄与していくことを、日本最大の受託運用

機関として国内外に表明致しました。 

また、署名にとどまらず、その具体的な取

組みとして、平成 18年６月に、投資プロセス

でＥＳＧ要因を考慮した年金向けＳＲＩファ

ンドを組成、販売を開始致しました。販売か

ら約１年半で、その受託残高は、約 250 億円

となっています。 

  

        

 

 

環 境 
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③責任投資セミナーの開催 

また、当社は年金基金や企業のＣＳＲ担当

部署の皆さまを対象に、ＵＮＥＰ－ＦＩと「責

任投資セミナー」を開催し、ＥＳＧの問題に 

取り組むことの重要性について情報提供を行

っています。今年は２回目の開催（平成 19 

年 10 月）となりましたが、参加者からは「Ｅ

ＳＧに配慮した投資行動の世界の潮流につい 

て理解が深まった」との声もいただき、今後

も継続的に実施したいと考えています。 

 

④排出権信託 
当社は、平成 19年 12 月、「排出権信託契約」

を締結し、邦銀では初めて、小口化を実現す

る排出権信託受益権の販売を開始致しました。 

「排出権信託商品」は、信託財産となる排

出権を、すでに国連より発行され、かつ、日

本国の国別登録簿システム上に記録されてい

る排出権とし、千トン単位から数万トン単位

での取得ニーズ、その後の管理ニーズにお応

えできる商品です。 

今後、あらゆる業界で自社の事業活動によ

り発生する温室効果ガスをオフセットするニ

ーズは高まると考えられ、「排出権信託商品」

に大きな期待が寄せられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤認知症サポーターの全店配置 

厚生労働省の進める「認知症サポー

ター100 万人キャラバン」の趣旨に賛同し、

大手金融機関として初めて、「認知症サポータ

ー養成講座」を全店で展開しています。 

平成18年12月には全国77店舗全てに認知

症サポーターを設置、現在では約 2,300 人の

社員、派遣社員、嘱託がサポーターとして活

躍しています。 

従来は店舗の段差をなくしたり、エレベー

ターを設置したり、全店にＡＥＤを設置する

等、高齢者に優しい店舗作りをハード面から

充実させて参りましたが、認知症サポーター

の養成によりソフト面も充実させ、真のお客

さま満足を目指しています。 

 

雇用・福祉
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環境マネジメントの高度化の具体的な取
組みについて教えて下さい。 

本業を通じて環境保全に貢献するとともに、

自らの事業活動における環境負荷を軽減する

ため、さまざまな取り組みを進めています。 

 

①ISO14001 認証取得 

当社は平成 19 年８月に本店ビルにおける

信託・銀行業務に係わる事業活動について環

境マネジメントシステム(ＥＭＳ)を構築し、

環境マネジメントの国際規格である

「ISO14001」の認証を信託銀行として初めて

取得致しました。 

また、ＥＭＳ導入により、コピー用紙の使

用量等のオフィスワークに係る環境負荷が明

確になったことで、社員ひとり一人が環境に

ついて真剣に考えるようになりました。 

   
 

 

②カーボン・ニュートラルの実現 

平成 18 年度に本店ビルより発生した温室

効果ガスを相殺するため、フランスの化学メ

ーカー、ローディア社の販売子会社ローディ

ア・ジャパン株式会社から排出権 10,000 トン

を取得し、本店ビルにおいてカーボン・ニュ

ートラルを実現しました。 

取得に要した資金は、ローディア社が韓国

で進める温室効果ガス削減事業等に活用され、

地球温暖化防止に貢献することとなります。 

 

    
 

 

③エコカーの導入 

平成 19年３月、全営業店に各１台ハイブリ

ッドカーを配置しました。ハイブリッドカー

に対する社会の関心は高く、取引先にハイブ

リッドカーで訪問すると「地球環境」の話題

となり、環境関連ビジネスにつながる例が報

告されています。 

また、平成 21年３月末までに全社有車をエ

コカー(※)に切り替える計画です。車両リー

ス契約を中途解約することとなり、そのコス

トは確かに大きいですが、地球環境の保全を

優先させ、試算では、現状の 25％のCO2 排出

量を削減することとなります。 

※エコカー：17年基準低排出ガス認定車 

かつ 22年燃費基準達成車  
 
 

 
 
 
 
 
 

環 境 
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事業外領域での取組みを教えて下さい。 

ＣＳＲ室では、さまざまな社会貢献活動を

企画し、社員の参加を呼びかけると共に、地

域や業務の特性に合った各部店単位で行う自

主的なボランティア活動を資金面で支援して

います。 

平成 19 年度から１部店あたり年間上限 20

万円の資金支援制度を設け、制度発足以来、

延べ 400 名強の社員とその家族がボランティ

アで汗を流しました。 

 

       
 

①「ピーターラビット®とおんだんかのおは

なし」パネル展・環境啓発冊子の配布 

平成 19年６月の環境月間に合わせ、地球温

暖化防止の啓発活動として、本店ビル総合受

付前にて「ピーターラビットとおんだんかの

おはなし」と題したパネル展を開催し、その

後全国の支店で展開しています。 

環境省の推進する国民的プロジェクト「チ

ーム・マイナス６％」（当社は平成 18年７月

から参加）のチーム員ピーターラビットが、

当社の昭和 63 年から採用しているイメージ

キャラクターであることから、「ピーターラビ

ットの住むかけがえのない地球環境を大切に

しよう」というコンセプトで実現したもので

す。 

パネル展では、オリジナルの環境啓発冊子

「ピーターラビットとおんだんかのおはな

し」を配布すると共に、「チーム・マイナス

６％」のチーム員参加登録も受け付けました。 

 

②ＮＰＯ法人スペシャル・オリンピックス日

本との連携 

平成 19年３月にＮＰＯ法人スペシャル・オ

リンピックス日本の細川佳代子名誉会長をお

招きして、「心のバリアフリー」と題した講演

会を開催致しました。当日は上原社長をはじ

め役職員が多数参加し、「他人に勝つことより

も昨日の自分に勝つこと」、「ナンバーワンよ

りオンリーワン」という細川様の考え方に共

感しました。 

この講演会がきっかけで、スペシャル・オ

リンピックス日本の主催するイベントに多数

の社員が参加するようになりました。７月に

国立青少年オリンピック記念センターで開催

された関東バスケットボール競技会では、上

原社長を筆頭に合計 28名の役職員が、個人競

技の審判や誘導等のボランティアをしました。

自然にボランティアに参加する、こんなこと

が日常的に行われる企業でありたいと思って

います。（了） 

 

 

        

  

社会貢献

雇用・福祉
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八十二銀行 小林頼一 総務部環境室長か

らは、同行における環境保全活動への取組み、

特に環境会計についてお話を伺いました。 

   

環境保全活動への取組みについて教えて
ください。 
 
八十二銀行は美しい自然環境を持つ長野県

を営業基盤としており、環境保全活動を「CS

R（企業の社会的責任）の根幹」と位置づけて、

1999 年に地方銀行で初めて取得したISO1400

1 認証を国内全部店に拡大し、全役職員が一

丸となり環境保全活動に取組んでおります。

特に「環境保全活動の 3つの柱」を「銀行本

来業務を通じた環境保全活動」、「自らの環境

負荷低減活動（省エネ･省資源）」、「地域貢献

と環境教育」として積極的に推進しておりま

す。近年の取組みでは、子ども向けの環境教

育プログラム「Kids’ISO」を長野県内外の児

童累計約 1,000 人に対して実施するなど、子

ども達の啓発活動に力を入れています。こう

した取組みにより、環境保全活動が当行のみ

ならず、地域全体に浸透していくことを目指

しております。 

小林室長 

 

 

Kids’ISO国際認定証授与式に参加 

 
環境会計について教えてください。 

環境会計とは環境保全活動のコストとそれ

による効果を定量的に測定したものです。八

十二銀行では 2004 年度に銀行界で初めて環

境会計を導入し「環境保全コスト」と「環境

保全活動に伴う経済効果」を金額で、「環境保

全効果」を二酸化炭素削減量（トン‐CO2）で

算出いたしました。 

一般的に環境保全活動ではISO14001 の維

持、省エネ設備への投資、廃棄物・有害物質

の処理など費用面が注目されますが、環境会

計を使って環境保全活動の検証を行った結果、

環境保全活動はCO2 削減効果があると同時に、

当行の収益にも寄与し、エコロジーとエコノ

ミーの両立は可能であることを示すことがで

きました。 

  

(1) 環境会計の活用 

① 環境保全活動の管理ツールとして活用 

環境保全活動は、一時的ではなく永続的に

取組み、限られた経営資源の中で最大限の効

果を上げることが重要です。環境会計の導入

によって、環境保全活動の費用対効果を定量

的に把握・検証し、効率的かつ効果的な環境

保全活動につなげてまいります。 

 

環 境 
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② 社会とのコミュニケーションツールと

して活用 

環境会計をCSRレポートで公表し社会への

説明責任を果たすとともに、当行の環境保全

活動とその成果の理解促進に役立てておりま

す。 

 

(2) 環境会計の実績 

① 環境保全コスト 

環境保全活動に費やした費用を集計したも

のです。資源リサイクル・廃棄物処理費用等

の事業エリア内コスト、環境担当者の人件

費・環境啓発番組のスポンサー費用・環境マ

ネジメントシステム維持費用などの管理活動

コスト、長野県環境保全協会への寄付金など

の社会活動コスト、油漏れ対応（土壌入替等）

の環境損傷対応コストなどの合計となります。

環境保全コストの総額は 1億 1千万円台にて

安定して推移しております。 

 

② 環境保全活動に伴う経済効果 

銀行本来業務による環境保全活動の収益と

省エネ･省資源活動による費用節減効果の合

計金額です。収益は環境関連融資（私募債含

む）、EB契約およびISO14001 コンサルタント

による収益の合計額となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境関連融資などが順調に増加してきてお

り、収益は 2005 年度以降 5億円台で推移して

おります。 

費用節減効果は給水光熱費・消耗品費等の

対前年度比削減額であり、省エネ・省資源活

動がコストダウンにつながり、当行の収益に

寄与しております。 

 

③ 環境保全効果 

八十二銀行および職員とその家族が削減し

たCO2 排出量を重さ（トン-CO2）で集計した

ものです。当行のCO2 排出量は、気象条件の

変動による冷暖房使用状況の影響を大きく受

けますが、空調の温度設定を綿密に管理し、

クールビズ、ウォームビズを全店で実施する

など、全行をあげて省エネ・省資源活動を徹

底しております。環境関連融資の取扱増加な

どにより、銀行本来業務によりお客さまのCO

2 排出削減に寄与した量は増加傾向にありま

す。当行全職員の「エコライフ活動（家庭で

できる環境保全活動）」によるCO2 削減効果を

合わせると 2007 年度は約 6万 9千トンのCO2

削減に寄与いたしました。これは樹木に換算

すると約 493 万本の植樹を行った量に相当し

ます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【環境保全コスト】       （百万円） 【環境保全活動に伴う経済効果】   （百万円） 

分類 
2004

年度 

2005

年度

2006

年度
項目 

2004

年度 

2005

年度 

2006

年度

事業エリア内(資源循環コスト) 33 37 30 収益 288 565 557

管理活動コスト 63 61 55 環境関連融資による収益 201 491 486

人件費 50 45 42 EB 契約による収益 76 61 66

環境情報開示・広告 8 12 9 ISO14001 コンサルによる収益 11 13 5

環境マネジメントシステム維持管理 4 3 3 費用節減（※３） 35 22 35

 

環境負荷監視等 1 1 1 合計 323 587 592

社会活動コスト（※1） 16 16 16

環境損傷対応コスト（※２） 0 0 9

合計 112 114 111

 

※１（社）長野県環境保全協会への寄付等 

※２ 土壌入替え等オイル漏れに対応した費用 

※３ 省エネ・省資源などによる給水光熱費・消耗品費・廃

棄物処理費等節減額（対前期単純比較により計上） 
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(3) 最後に 

環境会計導入によって、省エネ･省資源活動

は費用節減効果があり、銀行本来業務による

お客さまの環境保全活動へのご支援は銀行収

益に寄与することを示すことができました。

これは企業の環境保全活動への取組みが、経

営上プラスに働くことの可能性をお示しでき

たと自負しております。今後環境会計が本格

的に普及すれば、環境保全活動のメリットが

広く認知され、環境経営を積極的に実践する

企業が増加するものと期待しております。 

2008 年からCO2等の温室効果ガス削減を義

務付けた京都議定書の約束期間が始まり、ま

すます環境保全活動の重要性は高まります。 

永続的かつ効果的に環境保全活動を展開す

るツールとして環境会計のさらなる活用が望

まれます。（了） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

【クールビズ・ウォームビズポスター】 

 

 

【環境保全効果】（CO2 排出削減量）                      （トン-CO2） 

分類 2004 年度 2005 年度 2006 年度 

当行が内部的に削減した CO2 排出量(対前期単純比較による削

減量) 
△141 △122 292

本来業務によりお客さまのCO2排出削減に寄与した量 14,121 55,794 68,268

『エコライフ（家庭でできる環境保全活動）』による CO2 削減量

（推計） 
320 400 480

合計 14,300 56,072 69,040

※対象期間  各年度ともに 4月 1日～3月 31日 

※対象範囲  ISO14001 認証取得範囲 

※環境保全コスト ・事業エリア内コストは資源リサイクル等に要した費用です。 

          ・減価償却費は計上していません。 

・人件費 ＝ 職階別平均年間総人件費×人数×従事率の合計（従事率：総人件費に占める環

境保全活動に費やした分の割合を環境保全活動量調査に基づき算出しており、

環境室スタッフは 100％、環境担当者は 1.0％、部店長は 0.3％としています）

※経済効果 ・環境関連融資による収益は、契約年度に、融資期間中の貸出金利息からコスト（調達利息・人件

費等の諸経費）を差し引いた総額を計上しています。 

・EB契約による収益は契約料と月間基本料(年間分)により算出しており、為替手数料は計上してい

ません。 

・ISO14001コンサルティングによる収益は、手数料から人件費・諸経費を差し引いて計上しています

※参考資料  2005 年 2月環境省発行『環境会計ガイドライン 2005 年版』 

クールな
．．．．

「北村弁護士」とＴＶで有名なあった
．．．

か
．
「ハッチファミリー（カンガルー）」がポスター

に登場！ 

社会にクールビズ・ウォームビズがいっそう

浸透するように、当行ではポスターを長野県環

境保全協会と共同で作製し、全部店で掲出する

とともに、同協会の法人会員約 600 社にポスタ

ーをお送りしました。 

環 境 
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全国銀行協会は、銀行界におけるソフト面

でのバリアフリーを推進する観点から、耳の

不自由な方や外国人など話し言葉や文字によ

るコミュニケーションに不安のある銀行利用

者が、銀行の店頭において、希望される取引

や手続を円滑に銀行職員に伝えていただくこ

とができるよう、代表的な取引や手続を「コ

ミュニケーション支援用絵記号デザイン原則

（JIS T0103）※」および「案内用図記号（J

IS Z 8210）」に沿ってデザイン化した「全

国銀行協会コミュニケーション支援用絵記号

デザイン」（以下、「全銀協絵記号デザイン」

という。）を作成しました。 

「全銀協絵記号デザイン」は、財団法人共

用品推進機構の協力を得て、耳の不自由な方

や外国人等、実際の利用者にもヒアリングを

行い作成したもので、業界として共通の絵記

号デザインを作成するのは、わが国初の試み

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当協会は、「どこの銀行へ行っても同じデザ

インによりコミュニケーションを行える安心

感」を醸成するため、会員が銀行利用者との

コミュニケーションを図ることを目的として

同種の記号を使用する際には、「全銀協絵記号

デザイン」を使用することを推奨することと

しています。また、当協会では、「全銀協絵記

号デザイン」を利用してコミュニケーション

ボードを作成しました（下図）。 

当協会は、今後も銀行界のバリアフリーの

推進に向けた取組みを進めてまいります。

（了） 

詳しくは当協会ＨＰをご参照 
（http://www.zenginkyo.or.jp/） 

 
※ 文字や話し言葉によるコミュニケーションに

不安のある方が、自分の意思や要求を相手に的
確に伝え、正しく理解してもらうことを支援す
るための絵記号に関する日本工業規格（JIS）（2
005 年 4月 20日 経済産業省）。 

雇用・福祉
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全銀協および各地銀行協会の職員が無償で

全国各地に出かけていく「どこでも出張講座

（講師派遣）」は、07年４月～12月の９か月

間で全国 50か所を訪問しました。訪問先は、

消費者、老人クラブ、消費生活センター等を

対象にした一般消費者グループ、中学校、高

等学校、大学等の学生を対象にした学校教育

関係、県職員等を対象にした地方公共団体等

を訪問しました。 

１月８日には、千葉県の小見川中央小学校

６年生 90人を対象に、お金と銀行にまつわる

クイズやお店出店計画のプレゼンテーション、

模擬紙幣による札勘体験等を実施しました。

 

 

 

 

 

 

全銀協主催の環境講演会は、環境問題の重

要性および環境問題への取組みの必要性につ

いて、会員銀行に認識してもらうことを目的

として、平成７年度から毎年度開催していま

す。 

また、全銀協では、平成 13年度に日本経団

連環境自主行動計画に参加するにあたり「銀

行業界の環境問題に関する行動計画」を制定

しており、この中においても継続的に本講演

会を開催することとしています。 

19 年度は右記の要領で開催いたしますの

で、皆様のご参加をお待ちしております。 

 

１．開催場所 

 銀行会館５階 講堂 

２．開催日時 

３月３日（月）14時～16時 

３．講演対象者 

全銀協会員の職員および一般の方 

４．講師・演題 

① 講師:大塚 俊和氏 

NTTデータ経営研究所 社会・環境戦略コン

サルティング本部 シニアマネージャー 

演題:「日本企業に迫り来るCO2 排出権経

済の脅威」～排出権取引市場の拡大

と排出権バブルの予兆～ 

② 講師:岩崎 友彦氏 

イーキュービック株式会社 代表取締役社長 

演題:「運用改善による温暖化対策の提

案」～「エネルギー体重計」の導入

による意識・業務・コストの改善～ 

 

※ 事前のお申込が必要となりますので、詳
しくは全銀協ＨＰをご覧ください。 

金融経済教育 

環 境 
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全銀協では、視覚障害者向けサービス対

応に関する会員の取組みの実態を把握する

とともに、今後の全銀協活動の参考とさせ

ていただくことを目的に、正会員（128 行）

を対象にアンケートを実施しました。 

アンケートの結果、視覚障害者対応ＡＴ

Ｍの設置状況は増加傾向にあり、引き続き、

会員がハード面でのバリアフリー対策を推

進していることが確認できました。 

 

１. 視覚障害者対応ＡＴＭの導入状況 

視覚障害者対応ＡＴＭ（以下、対応ＡＴＭ。）

を「導入している」と回答した銀行は 95 行

（74.2％）であり、18 年度から 19 年度にかけ

て３行増加しました。 

 

 

87行　(65.9%) 45行

94行　(73 .4%) 34行

92行　(72 .4%) 35行

95行　（74.2%） 33行

0 20 40 60 80 100 120 140

16年度

17年度

18年度

19年度

対応ＡＴＭの導入状況の推移

導入している

導入していない

 

 

２. 対応ＡＴＭ設置台数 

対応ＡＴＭ設置台数は引き続き増加してお

り、平成 19 年度は平成 16 年度と比較して台数

で約 3.4 倍、ＡＴＭ総設置台数に占める割合

で約 2.6 倍に増加しました。 

 

 対応ＡＴＭ設置台数 総設置台数 割合 

平成19年度 

（95行ベース） 
34,611 80,955 42.8％

平成18年度 

（92行ベース） 27,086 77,184 35.1％

平成17年度 

（94行ベース） 23,098 75,542 30.6％

平成 16 年度 

（87 行ベース） 10,314 63,700 16.2％

 
 

 

 

３. 対応ＡＴＭ設置店舗数 

18 年度から調査を開始した対応ＡＴＭ設置

店舗数は、この１年間で大幅に増加し、店舗総

数に占める割合は 55.3％でした。 

 

 

 対応ＡＴＭ設置店舗数 店舗総数 割合 

平成 19 年度

（95 行ベース）
6,981 12,618 55.3％

平成 18 年度

（92 行ベース）
4,350 11,120 39.1％

（回答数 128 行、回収率 100％） 

 

 

 

 

 

 

【発行】全国銀行協会 
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